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Thisisthefirstinaseriesofarticlestitled"'TheChakriRefomation'ofSiam.H Theaimofthe

seriesistoanalyzetheinherentloglCOfthepoliticalmodernizationofSiam,whichwasinitiatedand

pursuedundertheroyal1eadershipoftheChakridymastylnresponsetOWestern impact丘omthe

mid-nineteenthcentury.

ThisfirstarticleaimstoclarifythecrucialroleplayedbyKingRamaIV,whowasenthronedin1851

and,byhisdecisiontoenterintoBowringTreatywiththeGreatBritAn in1855,OpenedupSiamfora

neweraofmodernization. ThepointofargumenthereisthatRamaIVdidnotsomuchcontributeto
themoderrhzationofSiamesesociety,asisoftensaid,butrathertendedtomeetthethreatof

Westem impactbyapplyingtraditionalpattemsofroyalleadershipandelementsofhisown culture.

Therefore,underRamaIV,asystematicframeworkofpoliciesformodemizationwashardlyfomed.

Theprimarysourceshereemployedaretheroyaldecrees,proclamationsandthelikeissuedby
KingRamaIVduringhisreigl(1851-1868),whichareallcollectedinPrachumkoEm i♪racham-sob

(couectionofSiameseLawsonanannualbasis). KingRamaIVpromulgatedatotalof372legal

docum ents,mostlyroyaldecrees. Thisarticleseekstoverifytheking'sessentiallyconservative

orientationthrough extensiveanalysisofallthe372decrees.

は じ め に ｢文化革命｣ としての国家形成

近代史的状況における西欧型の主権国家形成は,一種の ｢文化革命｣として行われる｡1)棉

民地国家のばあいは､｢植民地国家｣の成立自体を介 して伝統国家から近代国家への転換がな

される2) のにたいして,シャムのように植民地支配を受けなかった伝統国家においては,そ

れ固有の ｢文化革命｣の論理を考えてみなくてはならない｡ しかし,シャムにおいても,近代
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1)PhnipCorrigan&DerekSayer:TheGreatArch,EngkshStateFormationasCulturalRevolution,1991,
p.2.

2)ビルマを例にとって,｢植民地国家｣の形成過程を措いたすぐれた業績として,RobertH.Taylor:
TheStateinBuma,1987がある｡
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国家への脱皮につながる文化革命の発端は,いうまで もなく,｢西欧の衝撃｣ というかたち

で,いわば他律的に用意された｡

いずれにしても,ここでいう ｢文化革命｣の質が,歴史の (前近代) と く近代) とをわける

肝心のポイントとなる｡伝統国家のばあい,歴史的変革の契機が他律的であれ,あるいは仮に

自律的であったとしても,そこでのあらたな変草は,少なくとも当初は,固有文化の動貞によ

って行われるのであり,そこで生ずる政治発展も,いわば固有文化の延長のうえにしか進行 し

ないのである｡ ｢近代化｣ が純然たる ｢西欧化｣ではありえないというのは,その意味におい

て正 しいといえよう｡

その ｢文化革命｣ が古い固有文化の動員あるいは強化をともなったとしたら,近代化過程は

いわば固有文化の強化温存過程を内包することになり,政治文化の ｢先祖返 り｣がかえって現

象化することになる｡ しかしながら,歴史の進化が,おおむね (前近代)と (近代) とを明白

にわける特異点をある段階で画することもまた,事実である｡ 初期における固有文化の動員に

よる変革が多少とも破綻 し,非土着的な理念や思想による政治変革が行われるようになったと

き,いわば歴史の質的転換があったと認識できる状況になる｡その意味で,いわゆる ｢近代

化｣のための ｢文化革命｣にも,前期性 と後期性 とを読みわける必要がある｡

だいじなことは,前期的性格の ｢近代化｣は,一見すると無変化的状況の継続のようにみえ

るという事実である｡ 政治の争点やそれらへの政策的対応が,ことごとく伝統的な政治文化の

動員によって行われるからである｡ しかし,その段階の政治は,そのような守旧的様相にもか

かわらず,もはやあらたな局面に移行 していることが少なくないのであって,本質的には大き

な変革に踏み出しているばあいが多いのである｡

シャムにおいて,19世紀の中期以降,｢西欧の衝撃｣に対応 してラーマ四世の統治期に始ま

ったとされる社会改革を､ふつう ｢チャクリ-改革｣という｡3) それは,チャクリ-王権の国

家的危機への感受性にもとづいて,王権のあらゆる能力を駆使 して行われた,時代的要請に対

応するための上からの政治 ･社会改革であった｡1855年に英国との間に結ばれた ｢パウリング

条約 (theBow血 gTreaty)｣4)と,それに端を発する欧米諸国と結んだ一連の不平等条約は,

3) ｢チャクリ-改革(TheChakriRefomation)｣という概念を初めて用いたのは,JamesN.Mosel･."Thai

AdministrativeBehavior,"WiuiamJ.S此n(ed.):TowardtheComparativeStudyofPubhcAdnmi stration,
1959,p.292,であった｡その後,たとえば,Wuiam J･Sih :The.ThaiBureaucracy,hstitutional
ChangeandDevelopment,1966などがこの言葉を作業概念として用いている｡タイの研究者の用例と
しては,LikhitDhiravegin:PoliticalAttitudeoftheBureaucraticEliteandModemizationinThailand,
1972,pp.12-13,ThakChaloemdarana:Thailand,thePo批icsofDespoticPaternalism,1979,pp.xi-xii,
などがある｡ちなみにタクの用いたタイ語表現は,"kaan-pathiruupkhoongraachawong-chakrii"となっ
ている｡

4)NicholasTarling:"TheMissionofSirJolm Bow血gtoSiam ,"TheJournaloftheSiam Society,L:2

(1962),pp.91-118.
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たしかに改革-の時代的要請をつ くる基本的要因となったのであり,5) ｢チャクリ-改革｣へ

の動機づけがこのときになされたことは事実である｡ 絶対王制を保っていたシャムでこの時期

に在位 した国王は,プラチ ョ-ムクラオ王,すなわちラーマ四世であった｡シャムの近代史に

関するひとつの重大な論点は,｢チャクリ-改革｣とそのラーマ四世との関係をどうみるかと

いうことである｡

パウリング条約の成立だけで歴史の画期点が画されたとみるのは不都合であり,それをひと

つの契機 としてラーマ四世のもとでシャムの内政に生 じた変革の態様を見極めてはじめて,磨

史の質的転換を問題にすることができるのである｡この点との関連で,ラーマ四世の統治をど

う評価するかは大きな課題になっている｡ 本稿は,ラーマ四世の統治を ｢チャクリ-改革｣の

成立 とどう論理的に結びつけるか,ひいてはラーマ四世にみられたいわゆる ｢近代化 (kaan-

haithansamai)｣ の論理をどうとらえるかについての試論である｡

Ⅰ ラーマ四世と ｢チャクリー改革｣

シャムの ｢近代化｣の発端について,なにをこの文脈で ｢近代化｣ というかはべつとして,

それをラーマ四世の施政と結びつけて考え,ラーマ四世の主体的な改革努力を評価するのは一

種の通説 とすらなっている｡ そのことは,｢チャクリ-改革｣の始期の問題ともからみ,かな

り重大な本質的意義を秘めているともいえる｡ 試みに,いくつかの学説をみてみることにしよ

う｡

まず, リキット･ティーラウェ-キン (LikhitThiiraweekhin)によれば,｢チャクリ-改革｣

はその基盤づ くりをしたラーマ四世期に始まり,五世期に本格化 して六世期に完成 したとい

う｡6) これを支える理論的根拠について,リキットは次 ぎのようにいう｡

まず第-に,ラーマ四世は,パウリング条約締結を求めるイギリスの要請を拒否 しないで,

西欧流の外交の型に従ってごく自然に同条約の締結に応 じた｡それによって,シャムは国家主

権の維持に成功 し,ベ トナムやビルマと異なって独自の ｢近代化｣政策を展開していくことに

なる｡ この ようなパ ウリング条約の締結,シャムの主権性の維持 は,ラーマ四世の人格

(bukkhalikkaphaap)ならびに世界観 (lokkatat)によるところが大 きかったという｡7) 27年間出

家 していたモンクット親王は,ラーマ四世として即位 したあとも,終始欧米人と交際を続け,

英語をはじめ,占星術,哲学ならびに国際情勢に関する知識を身につけようと努めた｡リキッ

トは,パウリングがシャムを訪れた際に受けた盛大な歓迎,かれにたいしてラーマ四世自らが

5)cf.NakhoonPhannarong:Prawatsaat-thaisamaikrung-ThonburiileRattanakoosin,1981,pp.220-226.

6)cf.LikhitThiiraweekhin:WiwattBLnaakaankaan一m凸angkaan-pokkhroongthai,1988.
7)Ibid,p.185.

5



東南アジア研究 30巻 1号

英語の書簡数編を送ったこと,西洋人にたいして拝謁の際に独自のマナーを容認 したことなど

を,ラーマ四世の西欧に関する知識の深さを示す証拠として格別重視する0

第二に,ラーマ四世は,シャムの ｢近代化｣政策促進のために基礎づくりをしたという｡リ

キットは,これを以下の三点にまとめている｡8)①まず,ラーマ四世自らが,西欧的知識が近

代社会 (sangkhomsamaimi )に絶対に必要なものであることを認識 し,それを重視 した｡ひ

いては,当時の官僚層もおなじ認識をもつようになる｡リキットは,この傾向を,日本の徳川

時代の ｢蘭学｣になぞらえている｡ (診ラーマ四世は慣習および儀式の近代化を図り,シャムの

国家的威信の向上につとめようとした｡そして,③新 しい時代にふさわしい人材育成を心掛け

た｡ことに,王子,王族の教育に,ラーマ四世は,旧新両面の知識,語学そして国際情勢に関

する知識を取 り入れた｡このような基礎があったからこそ,シャムは,ラーマ五世期に本格的

な ｢近代化｣を展開できたのだという｡

次ぎに,パーラディー ･マハ-カン (PhaaradhMahaakhan)のラーマ四世論を紹介 したい09)

パ ーラディーは,まずラーマ四世のもった西欧に関する知識を重視する｡ それを前碇に,まず

第-に,パウリング条約締結の決断,それによるシャムの主権維持の配慮を軸としたラーマ四

世の外交政策こそがシャムを近代期へ導いたものだとする｡このようなラーマ四世の外交政策

は,1862年に発生 した トレンガヌ島をめぐる英 ･シャム間の対立,翌1863年のクメール領の所

有権をめぐる仏 ･シャムの対立においても発露された｡要するに,ラーマ四世は極力武力によ

る衝突を避けて平和的な話し合いや外交官の派遣などを心掛け,他方,治外法権の承認,領土

の割譲などの柔軟な外交政策を展開した｡だからこそ,シャムは主権独立の維持に成功したの

だという｡ ちなみに,パーラディーによれば,ラーマ四世は,イギリスの思惑はそもそもシャ

ムを植民地化することではなく,貿易振興以外のなにものでもなかったことを知っていたとい

う ｡10)

パ ーラディーが第二に指摘 している点は,パウリング条約そのものがもたらす多面的な社会

変化に対応しようとしたラーマ四世の諸政策の成功である｡ つまり,政治的変化については,

西欧列強諸国にたいして治外権限を認めたため,シャムは国内政治の安定のための方策と,司

法制度の改正を迫られることになった｡その対策の一環として,ラーマ四世はとりあえず市民

にたいして直訴状捷出を許可することによって,政治秩序の安定の維持につとめた｡経済的変

化については,シャム経済が自給自足制から脱却して貿易依存型に変わり始めたことに対応し

て,ラーマ四世は,米生産の促進策を実施し,とくに新硬貨の発行をしたが,それらは重要な

決定であったとみる｡ 社会的変化については,市民の個人的意思を尊重 し,親や夫は,その子

8)Ibid,pp.189-193.
9)CE.PhzLara血 Mahaakhan :Rattanakoosinyukprapprungpratheet(phoo･soo･2394-2475),1981･
10)Ibid.,p.23.
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ならびに妻をかれらの同意なくして奴隷として売ってはならない旨を定めたこと,側室の退官

の自由を認め,女性の権利を認めたこと,そのほか教育振興,交通の改善などの面について

ち,パーラディーは,ラーマ四世が行った多 くの決定はすぐれた改革の施策であったという｡

ラタナコ-シン王朝創建二百周年を記念 して刊行された公式歴史書 rラタナコ-シン王朝

史Jは,おなじくラーマ四世の統治期を ｢近代化｣の始期とみる立場をとってみせた｡11) その

第二巻で,ラーマ四世期について,政治 ･行政,経済 ･財政,司法,宗教,社会,国防の諸局

面に分けて数名の研究者によってそれぞれ分析が加えられている｡すべての論考が,ラーマ四

世による ｢近代化｣政策が ｢チャクリ-改革｣の発端をつ くったという説を暗に支持 してい

る｡

まず,政治 ･行政の改革については,改革の内容面での限界を認めつつも,ラーマ四世が外

国人専門家の雇用に踏みきったこと,市民にたいする行幸見物の許可,自ら各地の視察に赴こ

うとしたこと,直訴の許可などを通 じて市民に自由 (seeriiphaap)を与えたこと,要するに,

ラーマ四世は欧米の統治制度に関する知識をもっていて,市民 というものの重要性をわきまえ

ていたことなどを指摘 している｡12) このような一連の政策は,シャムの民主化の基礎づ くりの

初期の時期を画 したという｡ 経済改革については,諸外国との輸出入経済への突入,それと関

連する米生産促進策,硬貨発行などが論 じられている｡

教育改革については,ラーマ四世の関心は王子,王女 らにたいする英語教育以上の域を出

ず,たとえばブラッドレ-が提案 した大学創立などをふ くんだ教育振興計画は,受け入れよう

とはしなかった｡ しかし,王子,王女らの教育が,その後さまざまな効果を生んだことは重視

すべ きだという｡ 国防の整備については,陸海軍ともに,ラーマ四世政権下で近代化されたこ

とを重視 している｡ イギリス人を雇用 し,王宮ならびに副王宮の近衛兵にたいして軍事訓練を

行わさせたが,それが現国軍の前身であるという｡

以上のようないくつかの通説的学説にたいして,第二のグループともいうべき,｢封建制｣

の成立をタイ社会にみようとする学派の見解はユニークである｡13)これは,たとえば西暦1941

年までのタイ経済史を,1455年までの原始社会 (chumchonmuubaan)の時代と1455年から1855

年 までの封建制 (sakdinaaniyom)の時代,そ して1855年から1941年 までの封建資本主義制

(sakdinaaphasom thun-niyom)の時代 と,前後三期に分けてタイ経済史をサクディナー制によ

る封建主義的経済と結論づけようとする立場である｡

ll)cf.Khana-kamm akaan chat-ngaan somphootkrung-Rattanakoosin200p近(ed.):PrawatsaatkrungRattan a-

koosin,lentrdi2,rachakaBLn仙i4-phoo.soo.2475,1982.
12)Ibid.,p.173.
13)この学派の代表的な作品としては,たとえば,ChatthipNaatsuphaa&SomphopMaanaransan(ed.):

Prawatsaatseethakitthaichonthungphoo.soo.2484,1974,SiruakSakkriangkrai:TonkanmaatChonchan

naai-thun nai pratheet-thai (phoo.soo.2398-2453), withayaaniphon prinyaa一m血 abandit, 肋ana-
aksoonsaat,Chulaalongkoon-mahaawithayaalai,1969,などがあげられる.
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この ｢封建制｣学派は,かならず Lも一義的に ｢チャクリ-改革｣という面に着目するので

はなく,パウリング条約締結以降の社会経済史的変化と,それに十分対応 しえなかったチャク

リ-諸王権-の批判に論点を集中させるのである｡ 言い換えれば,1855年のパウリング条約の

締結こそが,シャムの政治経済史の転換をもたらした直接的要因であるとする｡ すなわち,パ

ウリング条約の締結は,自給自足経済の終幕,土着伝統産業の崩壊,植民地型貿易 ･生産体制

の始まり,金融経済の近代化,外国依存につながる技術導入,土地,人間そして財政の全分野

にたいするサクディナー階級の排他的支配,農民にたいする搾取などを,結果としてもたらし

たとする｡ そして,この新 しい経済体制にたいしては,土地の所有権の容認や,あらゆる規制

緩和で米の生産促進につとめたラーマ四世の施政はもとより,その後の上からの改革はいずれ

も抜本的改革にいたらず,終始 ｢限定的改革 (kaan-pathiruupyaangchami t)｣であったとい

う ｡14)

最後,第三の学説として,ラーマ四世個人の資質を積極的に評価 しようとする見解がある｡

パウリング条約締結以後に実施されたラーマ四世の諸政策は,いずれも国民生活の安寧を思う

気持,または西欧的なすぐれた政策能力 (phraprhchaa-saamaat)と結論づける.たとえば,チ

ャイ ･ルアンシン (ChaiRdangsin)は,パウリング条約締結というラーマ四世の英断で,シャ

ムの経済に大きな変化が生 じたという｡15)その変化とは,臣民による自由貿易,米その他の一

次産品の輸出による臣民の繁栄,農地の開発,道路及び洋風建物の建設によるクルンテープの

発展,土地の私有化の進展などである｡ そして,社会的変化についても,チャイ ･ルアンシン

は,西欧文化の影響を通 じて,ラーマ四世が自由 (seeriiphaap)と権利 (sitthi)とを臣民に与

えたことを指摘 している｡｢ラーマ四世によって行われた社会改革のなかで,王自らの権限を

縮少 し,臣民に権利と自由とを与えたことが,もっとも評価すべき政策であった｣という｡16)

｢ラーマ五世期におけるタイ法律用語の改革｣をテーマに ｢チャクリ-改革｣ 研究に携わっ

た トントーン (ThongthoongChantharaang)ち,似たような見解を示 している｡ ラーマ四世期

に制定された数編の布告のなかには,臣民に自由 (see坤phaap)と公正 (khwaan-pentham)と

を与えた証拠ともいうべきものがあると主張する｡ いわば,それは,ラーマ四世が ｢自由主義

者 (nakseerii-niyom)｣であった証拠だという｡17)

これらの ｢通説｣は,それぞれ立場の相違もあって,けっして統一性をみせているわけでは

ないものの,そこに共通している点がいくつかある｡

まず第-は,パウリング条約の果たした契機的役割の強調である｡ すなわち,この条約がシ

14)Chatthip:op.cit,pp.169-201.
15)cf.ChaiR血ngsin:Prawatsaatthaisami phoo.soo.2352-2453(daanseethakit),1969.
16)ChaiR血angsin:Prawatsaatthaisami phoo.soo.2352-2453(daan sankhom),1976,p.265.
17)ThongthoongChanth araang:Kaan-pathiruupphaasaakotmaai thaimi rachasamaikhoongPhrabaat-somdet-

phrachunlachoom-chaoymuhua,1992,p.61.
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ヤム社会の変容の契機として,決定的な役割を果たしたという認識である｡ 第二は,ラーマ四

世が,パウリング条約に象徴 される ｢外圧｣を賢明な対応で処理 し,シャムを自然に ｢近代

化｣路線に導いたという認識である｡最後に,第三には,ラーマ四世の採った多 くの施策のな

かに,近代主義と判断できる斬新な政策がふ くまれていたという判断,すなわちラーマ四世自

身の内面に西欧の啓蒙思想に通ずる近代的政治価値が宿っていたという判断である｡

この少なくとも三つの点のうち,第-のパウリング条約の契機性については,それが客観的

な現象であるだけに異論をはさむことはむずかしい｡第二点の,ラーマPg世の外交的対応の巧

妙さについても,結果論的には,シャムが治外法権を許すことを代償として主権独立を護 り通

すことに成功 した事実にかんがみて,その判断の正 しさを認めないわけにはいかない｡ しか

し,問題は第三点についての見究めである｡この点は,｢チャクリ-改革｣の始期の問題とも

もろに結びつき,シャムの国家改革が,ラーマ四世の主体的な間遺意識に導かれて1850年代に

開始されたという歴史認識につなが りかねないだけに,重大な論点となろう｡

まして,ラーマ四世が､シャム臣民の ｢自由｣と ｢権利｣とを重視 した ｢自由主義者｣であ

ったという認識については,正確な史料にもとづいて,それがたんなる王室礼賛の弁証理論で

はないことを例証する必要があろう｡ 西欧政治思想にいう ｢自由｣と特殊シャム的な ｢恩情主

義｣とはちがうのである｡まして,シャムの伝統的な政治文化のなかに,王の心掛けるべ き道

義項目として,臣民にたいする恩情主義的な配慮が制度化されていた以上,その線での行為を

ただちに ｢自由主義｣と称することは行き過ぎであろう｡

要するに,多 くの学説に宿るラーマ四世についての共通 した見方は,現状ではまだ ｢チャク

リ-改革｣の始期をラーマ四世の統治と直接結びつけて考えることを許すものではないのであ

る｡たしかに,｢パウリング条約｣で,シャムを国家変容に導 く状況が成立 したとはいえる｡

しかし,国家の統治者としてのラーマ四世自体の政策展開がはたして ｢チャクリ-改革｣の名

に値するものであったかどうかは,改めて実証的に検討 してみなくてほならないのである｡18)

ⅠⅠ ラーマ四世研究の一次史料

では,ラーマ四世の統治を実証的に検証 しようとするに際して,どのような一次史料が参照

されねばならないのだろうか｡19)

まず,第-の範晴 として,書簡集があるO五点例示 しておこう｡

18) ｢チャクリ-改革｣の始期を,ラーマ四世ではなく,ラーマ五世の統治期と結びつけて考えた学者と
して,例えばChaiananSamutwaamit:Kaan一m血angkaan-plianpleengthaangkaan-mnangthai,1970の例を
みる｡また,リキットも,注3)にあげた作品では,ラーマ五世が断行した1892年の国家改革を ｢チ
ャクリ-改革｣ととらえている｡

19)ラーマ四世の統治期に関する史料をほぼ網羅的に詳細に分析した貴重な論考として,ConstanceM.′

9



東南アジア研究 30巻 1号

① DamrongRaachanuphaap,Phrachao-boromwongt39 (宿):phraraachahatthaleekhaami Phra-

baatsomdet-phrachoomklaochaoyuuhua,ruam khrangthiisii,S(JC,phonPhiphatthanakhoon,仏暦2469

午.

本書は,ラーマ四世自らが女官や外交関係者,王族,プンナ-ク一族らに宛てて書いた38通

の書簡を集めたものである｡ それぞれの書簡の目次に,編者は,例えば ｢英国との国境確定｣

や ｢外国からの輸入酒｣ ｢僧侶の服装｣などといった見出しをつけているので,たいへん便利

である｡

② Mahaam ongkutRaachawitthayaalai (編):phraraachahatthaleekhaaPrabaatsomdet-phrachoom-

khochaoyuuhua,仏暦2521年.

本書は,ラーマ四世自らが即位以前よりさまざまな人物に宛てて書いた百通以上の書簡を集

暮 したものである｡書簡のあて先は,ジョン ･パウリング卿をはじめほかの外国人,外国の国

王,米国大統領,王族,僧侶,ブンナ-クー族などである｡

(診 phrm chahatthaleekhaami Prabaatsomdet-phrachoonikLaochaoyuuhua,ruam khrangthhhad

(NaangAm atNarongraanの葬儀記念出版本),仏暦2505年12月.

本書は,ラーマ四世自らの執筆になる外交関係書簡35通を集めたものである｡その内容は,

駐シャム諸外国公使らが更迭の際にラーマ四世に拝謁 し,それにたいしてラーマ四世はどのよ

うな答礼をしたか,または駐英国シャム公使にたいして,ラーマ四世が自ら国内情勢や外国人

がらみの事件ならびにその判決や決定についてどう報告 したか,などがわかる｡

④ phraraachahatthaleekhaaphaasaaangkritmi Prabaatsomdet-phrachoomkhochaoyuuhua(Luang

PrakoobNitisaan葬儀記念出版本),仏暦2514年 2月.

本書は,主としてラーマ四世自らがある英国人に宛てて書いた英文書簡24通を集めたもので

ある｡ 内容からは,シャム政府が同英国人を駐英シャム国大便に任命する趣旨にはじまり,そ

してその任に当たった間,シャム政府が同氏にたびたびシャム国内情勢を報告 した事柄が読み

とれる｡ そうした書簡の趣旨は,ラーマ四世が,当時西洋人の間で広まっていた自分にたいす

る誤解を解こうと試みた事実と無関係ではない｡

⑤ phraraachasaan mi Prabaatsomdet-phrachoomuaochaoyuuhuasongphraraachathaan paiyang

pratheettaangtaang,phaakn血g(MoomchaoSetsiriKridaakoon葬儀記念出版本),仏暦2501

午.

本書は,ラーマ四世の執筆 した諸外国君主,大使らにあてた書簡ならびにその返書を合わせ

て37通を集めたものである｡ これを読むと,ラーマ四世が外交をどれほど重視 したかが,たし

Wヽilson:"TowardaBibliographyoftheLifeandTimesofMongkut,KhgofTh血md,185111868,"C.D.
Cowanand0.W.Wolters(ed.):SoutheastAsian HistoryandHistriogaphy,EssayspresentedtoD.G.
E.Hall,1976,などがあるOここでは,私の手許に人手済みのタイ語史料だけを取りあげておくo
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かにうかがえる｡

第二の範噂として,ラーマ四世の執筆した評論類がある｡四点例示しておこう｡

⑥ Chumnumphraboromaraachathibaainaiphrabaatsomdet-phrachoomida∝haoyuuhua(BuaWi-

maanwatChariiの葬儀記念出版本),仏暦2501年3月29日.

本書は,宗教,歴史,王室の儀礼,社会などに関するラーマ四世の論稿 (phraraachanlphon)

十数篇を集めたものである｡ それぞれの玉章が長い文章のもので,経文を読むような感じさえ

して,内容のポイントを把握 しにくい面もある｡しかし,ラーマ四世の歴史観ひいては ｢近代

化｣観念そのものを読みとるうえで必須の資料となっている｡

⑦ prachumphraraachaniphonmi raachakaanthhsii,phaak1(PhuangSrooisaangの葬儀記念出

版本),仏暦2493年.

⑧ prachum phraraachmiphonmi raachakaan thiisii,phaak2(SaaiSiitawatnaAyutthayaaの葬儀

記念出版本)

この二冊は,ラーマ四世が執筆した雑多な主題よりなる玉章18篤を集めたものである｡ その

内容は,たとえば諸寺院の仏像の話や外国人の任官を決定 したことなど,さまざまである｡

⑨ R血ang tamnaan sathaanthh le watthu taang taang s也ng Phrabaatsomdet-

phrachoomklaochaoyuuhuasongsaang(ボンサデイソーン親王誕生記念出版本),仏暦2468年.

本書は,ラーマ四世自らが命 じて建てた建物,寺院,あるいは河川,船,勲章などについ

て,その所以を説いたものである｡ほとんどの論考が仏教 もしくは建造創設した王宮関係のも

のであるが,ラーマ四世の関心の傾向をうかがわせる貴重な史料である｡

第三の範噂として,ラーマ四世期に関する公式記録がある｡三点例示 しておこう｡

⑩ Heetkaantoontonraachakaanthiisii(RaachasakSamosoon親王の葬儀記念出版本),仏暦

2475年.

本書は,外務省に保管されていた古い公文書のうち,ラーマ四世の即位の儀式に関する記録

を選んで載せたもので,それをラーマ四世政権初期の出来事と名付けたものである｡

⑪ phrabowoon-raachaphrawatPhraabatsomdet-phrapinklaochaoyuuhua(SirichaiSaisananの葬儀

記念出版本),仏暦2516年 3月.

本書は,ラーマ四世の副王 (第二国王)をつとめた Pinklao副王の履歴を措いたものであ

る｡Pinklao副王の権力基盤強化に関する史料であり,ラーマ四世統治期の国内情勢ならびに

副王制度を知る手掛かりとなるものである｡

⑫ Tipakorawong,Chaoprayaa:phraraacha-phongsaawadaaLnraaChakaanthiisii,len 1-2,Khu-

msaphaa版,仏暦2504年.

本書は,ラーマ四世統治期 (1851-1868年)に起った出来事を年次ごとに刻明に記録したも

のである｡ 資料としての信頼性を別間遠にすれば,これはラーマ四世期についてもっとも詳し
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い史料であ り,その内容の触れる局面 もまたさまざまである.｢雑記｣ (Bettalet)では,当時

の行政機関の数,それぞれの職務内容に関する記述があ り,これによって,のちにラーマ五世

によってなされる行政大改革以前の行政制度の態様がわかる｡

以上,少な くとも三つの範噂の一次史料は,ことごとく重要である｡それらとはべつに,シ

ャムの近代 史が生 んだひ とつの大 きな史料集幕 としては,い まLがた触 れた F歴史集纂

(Prachum-phonsaawadaan)』がある｡ これは,シャムの近代の歴史を学ぼうとするとき基本的

に押 さえるべ き貴重な史料である. 『王朝年代記 (phrar aacha-phonsaawadaan)』 を軸 としなが

らも,地方史までふ くまれていて,編纂の意図とその規模はかなり野心的であるといえる｡ た

だ,この史料は,統一主権国家を築こうとしていたチャクリ-王権の問題意識をもろに反映 し

ているし,併せて絶対王権の妥当性 をめ ぐる懐疑はいささか も宿 されていない｡つまり,この

史料は ｢チ ャタリー改革｣ 期 という,それが編纂 された時代の要請にしぼられていて,テキス

ト･クリティークを加えながら用いないといけないという限界 をもっていて,タイの歴史学界

での批判 も増える傾向にある｡20)

そこで,本稿では,｢チ ャクリ-改革｣の諸様相 を実証的に読むための基本的な手掛か り

を,サティアン ･ラーイラク (SathianLaailak)他編の 『年次法律集纂 (prachum kotmaai-pracham-

sok)』 に求めてみることにしたい｡これはいうまでもな く,ラーマ一世の代にはじまり,1941

年度分まで,国王が発布 した法律,勅令等 を年次 ごとにまとめた貴重な資料である｡ したがっ

て,当然のことながら,いわゆる ｢チャクリ-改革｣が進展 した時期から二十世紀の1930年代

にいたるまで,その間に公布 された法律 も,これにほとんど集纂 されている｡全部で54冊 (別

巻 1)に分冊 されている｡

これまで発展途上国の研究でいちばん欠落 していたのは,法律および法制度の分野を対象 と

するものであった｡ シャムは欧米の植民地にならなかったことによって,独自の法制度をもち

続けた｡そのシャムなどを数少ない例外 として,多 くの国 ぐには植民地化 し,宗主国が植民地

に強いる植民地法のもとで統治を受けることになった｡いずれにしても,アジア地域の近代期

では,各国ともに相当な法制史的集積 をみせているのである｡21)

20) r歴史集碁 J,とくに r王朝年代記Jについては,たとえば,ニティ･イアオシーウォンは,｢それの
著述もしくは編纂を命じた王権の政治的利害,願望または危快の念によって,意識的,無意識的に描

かれた｣ものという本質的把鐘をしている｡(Nithilaos誠wong･."PrawatsaatRattanakoosinmi phra-
raacha-phonsaawadaan Ayutthayaa,"ruam botkhwaam Samaakhom sangkhomassatheengpratheet-thai,
ph00.S00.,2520-2521,pp.175-176.)｡他方,ソムバット･チャンタウォンは,r王朝年代記｣に引用
されている国王,王族の談話 (kbm-phuut)の不自然さに着目して,｢会話 (hot-sonthanaa)｣形式によ
る叙述のもつ情動的効果を指摘し,r王朝年代記Jが,多くの作 り話と誇張とに満ちていることを実

証してみせている(SombatChanthawong:"KhooISangklleetbBantonwaaduaikham-phuutmi prawatsaat
Ayutthayaa;suksaachaphokoraniihot-sonthanaanai phraraacha-phonsaawadaanchabapphraraacha-

hatthaleekhaa,"TTLai-khadiisuksaa(ed.):Ruambothkhwaan thaangwichaakaan ph血 sadeengmuthitaachit
aachaanphan-eek-lingKhun Ni00nSanitwongnaAyutthayaa,1990,参照.

21)Cf.M.B.H00ker(ed.):mehwsofSouth-eastAsia(2vols.),1986.
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シャムとて例外ではなく,｢チャクリ-改革｣期の法律的文書の数は相当な数にのぼる｡ 逆

に言えば,｢チャクリ-改革｣は法治主義的手続 きを介して展開したのである｡ したがって,

これまで,｢チャクリ-改革｣を政治発展の観点からだけとらえ,国王の権力性をめぐる政治

力学だけを分析する接近方法,あるいは社会経済史的に経済的基盤の変容だけに着目する視点

が採られてきたが,ここで試みるような,法律の変化を分析する手法によってこの時代の政治

的変化を論理化するという接近方法を採ることには,それなりの妥当性があるといえよう｡い

ずれにしても,シャムの近代史を知ろうとするとき,この 『年次法律集纂』は,以下にも述べ

るように決定的に重要な資料である｡

ⅠⅠⅠ 『年次法律集纂』の背景

『年次法律集纂』をここでの史料として用いるにあたって,それがどのような背景あるいは

特徴をもつのかについて,あらかじめ多少の考察を加えておくことにしたい｡

｢チャクリ-改革｣は,国王の意思による,王権を媒介とした上からの改革であったが,そ

れはことごとく法律的措置を採ることを通 じて行われた｡当時の法律的措置は,立法議会など

存在 しない時代であるので,国王の意思 (phraraacha-niyom)を直接法文化する勅令方式が主で

あった｡ したがって,｢法律集纂｣ とはいいながら,｢布告 (prakaat)｣ という形式が圧倒的に

多いのは当然であったといえよう｡

まず,『年次法律集纂』の編集者代表サティアン･ラーイラク (Sathian Laailak)は,西暦

1931年から1932年にかけて,ナコーンパ トム県の警察士官学校で法律の講師をつとめ,そこで

シャムの法律を集大成する必要性を感 じ,そしてそれを企画 したという｡ サティアンにとっ

て,『年次法律集纂』は,まずシャムの法律の ｢百科事典｣であった｡そして,かれの ｢まえ

がき｣にもあるように,22)そのもうひとつの目的として,『年次法律集纂』は,裁判の判決,

行政的処理,あるいは旧法改正 ･新法制定の際における手掛かりとなること,ひいてはシャム

法制史の研究資料に用いられることであったという｡

サティアンの語る出版目的は,意外に重要である｡というのは,1930年代当初のシャムの政

治を特徴づけていた王室イデオロギーと社会主義的イデオロギーとの確執などとはまったく無

関係な次元で発想された,純然たる法律関係資料の集幕であったといえるからである｡ その刊

行にあたって,編者らがごく簡単な ｢まえがき｣を付 したにとどまり,なんら解説を加えなか

ったのも,『年次法律集纂』の事実主義に徹 しての没価値性を示している｡

『年次法律集纂』は,一見全巻そろって同時に出版されたようにみえるが,出版年月日を調

22)SathianLaailak:…Kham-praaropmi kaan-phimnangs凸dprachumkotmaaipracham-sok",Prachumkotmaai

pracham-sok,len1,toon1,1935.
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べてみると,実は二つの時期に分けて出版されていることがわかる｡

第 1巻から第45巻 (ラーマ一世からラーマ七世期の仏暦2475年にかけての分)までは,新し

いものから先に出る逆の順序で,1933年12月から1935年 8月にかけて刊行されている｡ そして

第46巻から54巻までと別巻 (仏暦2476年から2484年まで)は,正 しい順序で1934年 5月から

1941年 2月の間に刊行されている｡しかも,途中で出版社ならびに編纂者の交替をみている｡

第45巻から第 1巻にかけてが出た1930年代前半のシャムは,政治的不安定が顕著であった｡

王制ならびに王権 (chao)批判が知識人のあいだで激 しく行われていた｡1932年 6月24日,

｢人民党｣による革命が成功 し,絶対王制の終葛がもたらされたが,この人民党による立憲革

命にもかかわらず,シャムの政情は安定化せず,守旧派と革新派との争いは激化 し,軍部主導

型の政治への傾斜とともに,政治の反動化も生じることとなった｡23)このような時代への転換

期に r年次法律集纂Jカ刊 行されたことは,編者が自らが語っているように,たんなる法律学

の参考資料以上の意味,しかも編者の意図をはるかに超える他律的な意味づけが可能であった

ようにも思えてならない｡

というのも,サティアンらによる企画の出版以前にも,シャムの法律の集幕の試みがなされ

ていたからである｡ ラーマ四世期には,早 くもプラッドレ一編のシャムの法律を二巻にまとめ

たものが編まれており,ラーマ六世期には,ラップリー親王の,やはり二巻本がある｡24)そし

て,1930年には,プリ-ディー ･パノムヨン (Prh血 Phanomyong)編の r法律集纂Jが刊行さ

れている｡25)前二者は主として 『三印法典』の活字化であり,そして後者は 『三印法典』だけ

でなく,それ以降1930年までの法律の集叢であり,シャムがもった最初の法律集叢であった｡

このプリ-ディー編の r法律集纂j以外にも,1930年前後には,プリ-ディーの書いた行政法

の解説書,民法 ･商法の解説書などいくつかの法律関係出版物が公刊されている｡ しかし,

r年次法律集纂』は,過去のあらゆる法律関係出版物の水準を超えた完成度の高さをめざして

編まれている. そのために,｢官報｣や既刊の r四世王の布告集纂 (Prachumprakaatraacha-

kaanthiis立)』その他を参照 し,過去の法律 ･布告等をできるだけ全編遺漏のないよう編纂す

ることが試みられたのである｡

これらの事実を合わせて考えてみると,r年次法律集叢』は,新時代を迎えて行われるはず

の旧法改正,新法制定のために,新 しい時代にふさわしい参考資料を用意するという現実的要

請にこたえるためのものでもあったように判断できる｡

23)矢野暢 rタイ ･ビルマ現代政治史研軌 1968年,第-部第-章参照のことoまた,村嶋英治 ｢タイ国
の立憲体制初期における軍部 と民主主義｣, 日本政治学会編 r季刊政治学J 1989年版･1591186ペー

ジも,時代的背景を知るうえで参考になる｡
24)cf.SathianしIailak:op.cit･･

25)プリ-ディー編の r法律集乱 は,仏暦2473年から2475年にかけて･仝12巻 (別巻 2)で刊行され･
その後幾度か版を重ねている｡
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矢野 : ｢チャクリ-改革｣論序説(1)

たとえば,プリ-ディーは,そもそも社会主義的志向が強く,しかもみずから立憲革命を主

導しただけに,かれの編んだ 『法律集纂』には,サティアン編の 『年次法律集纂』ほどの徹底

した没価値性と網羅性はともなう由もなかった｡それと比べてみても,サティアンらの編んだ

『法律集纂』が,近代法制史の研究にとって,空前の一次資料としての価値と存在感をもつこ

とが確認できるのである｡

『年次法律集纂』は,長年に及ぶ期間をカバーするだけに,実に多彩な法形式を秘める結果

になった｡ことに法律 ･布告等の数が膨大な量に及んだラーマ四世期から六世期にかけての期

間,法律 ･布告等は実に不安定な法形式上の特徴を見せている｡

現代の諸法律と異なって,旧時代の布告等は,おおむねまず冒頭で必ず布告理由を述べて,

次いで本体部分に入るという形式をとっている｡ このような形式は,基本的には国王の口述を

どう文章化したかという手法によって決まったと考えられる｡ ラーマ五世と六世のばあいは,

国王が口述したことを,所定の様式に従って文章に変えて,それを告示したという方式をとっ

ているのにたいし,ラーマ四世の時代には,ほとんどラーマ四世の話し言葉をそのまま国王の

右筆 (Phra-aalak)が筆記 し,それをなるべ く原文のまま告示するという方式をとった｡そこ

で,時には,布告の本体部分よりも,制定理由を語る部分のほうが長くなったりもしている｡

国王の語る言葉は,それ自体法的規範性をもつ ｡ したがって,口述体の文章は,たんに法律

等だけでなく,歴史学の一次史料に頻繁に用いられている｡ しかしながら,ここでの国王の口

述筆記の記録,そしてそれを法的文体に変えたものは,たとえば,『歴史集纂』の王朝年代記

に多 く登場する国王の発言引用と根本的に異なっているのである｡26)後者は,国王自らの話し

た言葉ではなく 『歴史集纂』の編纂者が意図的に創作 したものである｡ その点,『法律集纂』

には,意外なほど,国王自ら語った言葉が投影している｡

『年次法律集纂』の網羅性 と,結果としての膨大な量は,そのこと自体特記するに催 しよ

う｡17年間王位にあったラーマ四世の布告等は372篤を数えるし,42年間君臨したラーマ五世

は,1,994篇もの法律 ･布告等を発 している｡15年間王位にあったラーマ六世のばあいは,ま

だ未確認だが,およそラーマ五世のそれに近い篇数と判断できる｡ いわば,シャムは,｢近代

化｣の重要な手段 として,法治主義を徹底的に生かしてつかったということである｡たとえ

ば,1855年のパウリング条約締結にともなって米の輸入が自由化されると,それに合わせて,

一連の米生産促進のためのいくつかの法律 ･布告等が制定されている0

ラーマ五世から六世にかけては,まさに (前近代)から (近代)-の転換期であり,その期

間に,シャムは政治,経済そして社会などの諸局面で大きな変動を遂げた｡当然のことなが

ら,ラーマ五世と六世の政権は,それまでにない規模で新法の制定をしなければならなかっ

た｡質屋法,倒産法,自動車法,帰化法などがあらわれる｡国家発展水準の未熟さ,予算なら

26)注20)参照のこと｡
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東南アジア研究 30巻 1号

びに人材不足,そして国家の主権独立の維持さえ危機に瀕した状況で,ラーマ五世,六世の政

権にとって,旧法改正 ･新法制定は事態を救うのにはもっとも有効な方法であった0

両政権下での膨大な量の法律等の布告は,かなり線審に制定されている｡ たとえば,農地開

拓のためにはプライ強制労働時間の減縮の布告につづいて,農業人口の増大を配慮して,プラ

イ制度ならびにタ-ト制度を廃止するための法的措置,田地税の初年度分の免除布告,土地新

権利書発行法,農作に必要な交通用動物の頭数不足を防ぐために,tuaruuppaphan,bai aatch-

ayaabat,baith… bat,nangsaadaanthaangなどを発行 して一県の領域外への交通用動物の逮

行禁止布告などを設けるというように,チャクリ-政権は,すべて法制度でもって米の増産お

よび農業の促進を試みたのである｡ 農業関係に限らず,内務行政や教育行政などでも,法制で

もって新事態に対処しようとした姿勢は徹底 していた｡そうした意味では,ラーマ四世から六

世にかけてのチャクリ-政権の法律 ･布告等の総括的分析は,シャムの近代史の解明に直接つ

ながるのである｡

『年次法律集纂』の編集のされ方を見ておきたい｡

『年次法律集纂』は,法律 ･布告等を告示された年次ごとに順次集暮 したものである｡もっ

とも,同年内に制定されたものでも,順序が逆になったりしていることもある｡それは編纂の

重要な依拠資料であった ｢官報｣ 掲載の順番に対応してのことと判断できる｡ 月または日の違

い程度は,ここでの分析に致命的影響をおよはきないので,『集纂』の掲載の順番を改めるこ

とはしていない｡また,法律学のばあい,公布の時点と発効の時点とがずれることがありうる

が,たとえば公布の翌年もしくは二､三年後に初めて法律として発効する法律 ･布告等でも,

法制定の理由,状況等を正確に考察するのは,むしろ公布年月日のほうであって,それを発効

年月日よりも重視すべきであると判断した｡

r年次法律集纂』は,ラーマ一世から人世の続始期の途中まで,公布された布告,法律等を

年次ごとに納めたものである.法律 ･布告等のほか,第三巻第三号の ｢追加法 (kotmaai-

phaamtaam)｣,第四巻第三号の ｢刑務局関係規定集纂 (Prachum -kotmaai-raachathan)｣,そして

第五巻特別号の ｢司法省令集纂 (Prachum-kot-krasuangyutitham )｣が,別途それぞれ編まれて

いる｡その趣旨は,特定行政機関の業務内容に限って決定された規定もしくは関係文書を別途

まとめて資料化 したということである｡ ｢刑務局関係規定｣そして ｢司法省令集纂｣は,実務

上便利な存在であろうし,内務省内の規定を主な内容とする追加法も,それなりに実務上有効

な資料になるという判断がなされたのであった｡

以上,r年次法律集纂』は,編纂当初の目的,その特徴,編纂年月日そして構成などを考慮

すれば,いかにシャム法制史を学ぶうえで決定的に重要な一次史料であることかがわかるO そ

れほどの重要性をもつ文献ないし資料であるからには,ひいてはそこに,チャクリ-王朝の政

治および行政の実体そのものが総体として投影していると考えることもできるのである｡
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矢野 :｢チャクリ-改革｣論序説(l)

ⅠⅤ ラーマ四世 と ｢法律集纂｣

すでに述べたように,ラーマ四世は,1851年から1868年にかけての約17年間の在位のあいだ

に,前後372篇の布告等を発 している｡表 1から読みとれるように,法的形式として圧倒的に

多 い の は ｢布 告 (prakaat)｣ で あ り, ｢法律 (phraraacha-banyat)｣ と ｢勅 令 (phraraacha-

kamnot)｣は極端に少ない.それ以外の形式として,｢お諭 し (phraraacha-praarop)｣,そして

｢訓話 (phrabororrma-raachoowaat)｣ とがそれぞれ-篇あった｡(PlからP372まで,全篇に通

し番号を付けることにする27))

表 1 ラーマ四世王期 (185ト1868年)における布告等の法形式別ならびに年次別表

CHOO-SOO′ROO-SOO 仏 暦 西 暦 法 律 勅 令 布 告 その他 合 計

1213′70 2394 1851 1211 111 6 12 7

1214′71 2395 1852 16 16

1215′72 2396 1853 19 21

1216′73 2397 1854 24 24

1217′74 2398 1855 25 26

1218′75 2399 1856 21 21

1219′76 2400 1857 24 25

1220/77 2401 1858 46 46

1221′78 2402 1859 12 13

1222/79 2403 1860 3 15 18

1223′80 2404 1861 211 12 14

1224/81 2405 1862 20 20

1225′82 2406 1863 9 ll

1226/83 2407 1864 22 22

1227′84 2408 1865 15 16

1228/85 2409 1866 7 7

1229′86 2410 1867 12 13

1230/87 2411 1868 1 5 6

年月不明 43 46

｢布告｣ の形式は,図 1の通 りである｡ 冒頭は ｢全臣民に告げる｣という趣旨の言葉が主請

なしではじまり,結尾は布告の日付でしめくくられる｡ 語法は,内容ともども,現代の法律用

語と異なり,古風である｡ 布告の内容は,総 じて状況主義的である｡ 思いつ くままに,心にと

まった事柄について支配者としての主観的判定を下す趣旨のものが多い｡もっとも象徴的な布

27) 『年次法律集幕｣は,ラーマ一世の時代からラーマ人世の時代にまでおよぶ｡そこで,たとえばラー

マ四世の第53布告は,｢ⅣP53｣ として,国王の代を示すのが妥当であろう｡しかし,本稿はラーマ四

世のものだけを扱うので,ここでは P53というかたちに略記する｡なお,この Pは,prakaat,phra-
raachabanyatなどの頭音の Pである｡
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矢野 : ｢チャクリー改革｣論序説(1)

告を三例あげておくことにしよう｡

｢以下の四種類の人間を非難の対象にしないことを決めた｡①自分の思うままに行動する人

(診運勢が低 くても,それに合った生活を送る人 (勤運勢が低 く,多少他人に頼ったりする人

④不幸があったがために,不幸な人生を送る人｡けれども逆に,幸福でありながら,その幸福

に満足せず,あれこれ求めようとする人は非難されるべ きである｡今後,こうした人を官僚に

すべきではないことを命ずる｣ (P45)

｢チャオチ ョ-ム (国王の内妻)全月にたいし,退官の許可を与える｡ ただし,ラーマ四世

との間に子供のある者 (chaochoommaandaa)は,これに含まれない｡内妻全員に,退官 して

自由に結婚することを認める｡ また,全員に所管変更の申し出も許可 し,より充実 した生活を

表 2 ラーマ四世王期に制定された布告等の内容別分類

1)統治 .行政 税金関係 26 78

権力悪用追放 12

プライ関係 18

直訴 12

その他 10

2)仏教関係 56

3)王室関係 王権関係 9 56
言葉使い (ラーチャサ ツプ等) 5

行幸関係規制 8

その他 34

4)社会関係 慣習関係 27 54治安維持 23

その他 4

5)シャム語の使い方 42

6)経済関係 新硬貨発行 .偽硬貨対策 24 41
米価高騰 6

条約締結にともなう経済政策 5

農業促進 6

7)法律 .司法 旧法廃止 .新法制定 7 22
裁判関係 15

8)外交関係 7

9)軍部 軍部一般規定決定 1

10)文化 ラオス音楽演奏禁止 1

ll)土木建設 道路新設 1

12)その他 13
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東南アジア研究 30巻 1号

送ってほしい旨をのべる｡ さらに,王との間に子供のある者にたいしても,その子と縁を切る

ことを条件にして,自由な結婚を認める｣(P46)

｢国王が水上にまします折には,必ずラーマ四世の専用旗を船に揚げることを命ずる｡国王

旗が揚げられているときは,他の王族,官僚の船による交通を禁ずる｣(P146)

全372篤を,内容の傾向別にみておくことにしたい｡

まず,表2に示されるように,ラーマ四世の関心は仏教サンカーの正常な維持ということに

向けられている｡その関心は,｢仏教の擁護者｣ としての王のつとめの大枠のなかで王として

の功徳を果たす趣旨のものと,他方,仏教会の正常さを守るために道義的介入をなす趣旨のも

のとにわかれている｡ 前者についていえば,たとえば,病んだ僧侶に王宮の医者を派遣する布

告 (P6)や老人保護 (P203),パゴダ建設の件 (P152,256)など少数の例をみるが,後者の傾

向のものが圧倒的に多いことは注目に値する｡ 僧侶の女性関係をとがめるもの,僧侶のばくち

をとがめるもの,読経や説教の仕方の誤まりや未熟さを匡すもの,僧侶の衣裳や保持品の不備

をとがめるものなど,多方面におよんでいる. とくに,仏歴2402年の ｢破戒 (paaraachik)｣を

体系的にとがめるための法律を定める趣旨の布告 (P189)は,出家僧の管理を公的に規定する

異様な内容のものであった｡

また,シャム語の言葉づかいにたいする細かい注意を告示している布告が少なくないのは印

象的である｡ 言葉づかいについての顧慮は,ラーマ四世の個人的な趣味もあろうが,いわゆる

｢四摂法｣の戒律の-項目である ｢愛語 (piyawaachaaもしくは waachaapaiya)｣の趣旨に合致

することでもあった｡試みに,言葉づかいに関するいくつかの布告の性格をかいつまんで再現

してみると,以下のような例示ができる｡ ラーマ四世の言葉についての問題意識の質がほぼ読

みとれるように思う｡

｢一般市民は,カビ,ナムプラーのことを,爾後エアクーィ,ナムクーイと言わなくてはな

らない｣(P26,27)

｢象や馬は,ほかの動物と比べて身分が高いので,類別詞として r匹 (tua)J を用いないよ

う命ずる｣(P54)

｢死体を指す言葉は正 しくは rソプ (sop)』であり,rオスプ』rアソプ』rア-ソプ』など

ではないので注意する｡ 今後,誤った語法をなす者には,頭がはげるよう呪いをかけ,逆に正

しい語法をなす者は,はげが治るよう祈繕する｣(P157)

｢王族および官僚は,国王にたいし太ったあるいはやせたというような言い方をしないよう

命ずる｡ 目上の者にたいして,失礼な挨拶の仕方である｣(P232)｡そのほか,王室用語の正

確 さを求める布告 (P79)や ｢ソムデ ット (somdet)｣ という尊称の用い方についての布告

(P12)など,王権の維持と結びつ く性格のものもみられる｡

王室 (monthian)の護持に関する布告 も少なくない｡｢王室典範｣の定める国王と王室関係
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者,国王とクンナ-ン官僚,さらには国王と一般臣民とのあいだの適切な距離関係を確定する

趣旨の布告がいくつかみられる (P13,98,99,146,197,280,326)｡行幸をめぐる一般の規律に

関する布告 もある (P8,9,63,73,117,146,151)｡ラーマ四世にとっては,国王の絶対性の維

持と王権をめぐる秩序の安定化は,終生の課題であったといえる｡

いわば,ラーマ四世は,シャムの王国としての秩序の現状維持をつよく意識 していた.そし

て,その秩序にきざしていたいくつかのほころびをつ くろう方向で,布告による支配を展開し

たといえる｡

政治秩序がらみの問題としては,まず第-に,プライ登録制度の問題がある｡ラーマ四世の

治世にいたって,｢プライ ･ルアン｣の登録数が激減 していた (P88)｡その原因は,王族また

は高級官僚などの多くが,その人数をごまかしたり,またプライ自らが登録担当官に賄賂を送

り,登録の免除をしてもらったりしたところにあるとする｡ また,登録をしても,プライ ･ル

アンはしばしば直接の主人 (moonnaai)の個人的な仕事に使われたりしていた (P90)｡このプ

ライの登録数のごまかしは,王権の基盤を直接おびやかす重大な問題であった｡

したがって,ラーマ四世は,プライ登録の徹底を命ずるとともに (P70),寺院内に居住する

僧侶および一般人等の戸籍票の作成をも開始 した (P18,101)｡プライ登録を忌避 し,寺院内

に僧侶または一般人として逃亡する者が少なくなかったからである｡こうしたラーマ四世の処

置は,一時的にはプライの登録数の増大をもたらしたが,年月がしばらく経過すると,その人

数の減少が再び問題化することになった (P223)0

第二に,徴税機能の不備の問題がある｡ これについては,まず市民が,徴税吏 (chao-

phaasii)に規定金額以上の納税を強制されることがよくあった (P68,114,261,295,306).こ

のことの原因は,そもそも政府が,全国各地方における徴税をそれぞれの土地で入札したり,

あるいは紹介された徴税吏に一任していたこと,さらには,各徴税吏もまた担当地域内におけ

るみずからの徴税権を売 り分け,他の徴税吏に委任するという複雑な構成となっていたことに

よる｡ こうした徴税制度のもとでは,国民の福祉安寧を願うべき立場にあったラーマ四世は,

しばしば税金の規定金額を公表し,徴税吏ならびに税務担当官の行動の公正を図らなくてはな

らなかった｡しかし,それ以上の制度改革の域には踏み込まなかったのである｡

事実問題としていえば,中央政府の権限が地方の徴税吏におよばないことを,ラーマ四世は

具体的に意識していた｡たとえば,アユタヤ-rh-のある徴税吏は,徴税した金額の一部だけを

中央政府の財務当局に入れるだけで,そのほかのほとんどの徴収金は,王族および高級官僚等

に渡 していた (P130,236)｡このような事件は,おそらくほかにも無数にあったと想像される

が,ラーマ四世にはその全容を知 りうる手掛かりはまるでなかった｡

第三に,ラーマ四世は,王族および官僚の汚職や不法行為の続発に頭を悩ませていた (P72,

89,259)｡中央政府の権限が地方各地に十分におよばないため,各地方で官僚またはその名を
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借 りた人びとが市民に暴行を働いたり,汚職をしたりしていた｡それにもかかわらず,かれら

にたいする訴えは,裁判官によってその受理を拒否される｡このような現実にたいして,ラー

マ四世は,関係者に,王族,高級官僚のいずれを問わず,それら不法分子にたいする起訴を促

進するよう命ずるとともに,王室関係者の地方への出張を制限したりもしている｡

以上述べた問題,ことに国内事情を知ることのできない現実を多少とも克服しようとして,

ラーマ四世は,伝統的な王制として考えられうるもっとも有効な対策を打ち出してみせた｡そ

れは,以下にも述べるように,直訴 (diikaa)の積極的奨励であった.また,ラーマ四世は,行

幸見物者にたいする威嚇の銃撃をやめさせることによって,自ら国民の拝謁,見物を積極的に

認めていった (P122)｡

これら一連の措置は,拡大 しつつあったクルンテープおよび地方を有効に統治するために

は,当然必要とされたのである｡ すなわち,王室関係者や官僚等との接触だけでは,国王とし

て国内環境に関する情報収集が不可能であるという判断にもとづ くものであった｡

ラーマ四世は,国王職の公的な役割づけの再確認のもとに,国民にたいして,直訴制度の活

用を初めて許 した (P32)｡直訴提出方法の柔軟化,直訴受理の日および場所の明示化,さらに

は直訴提出者,および直訴が真実であると認められたときの報酬等が,直訴捷出促進の具体策

として告示された｡事実,直訴によって,それまで中央政府の権限が及ばなかった地方での出

来事,地方行政官の民衆にたいする態度などを多少ともつぶさに知ることができるようになっ

た (P59,86,97,177,235,359)0

しかしながら,このような措置は,西欧の政治理念にいう意味でのいわゆる ｢民主化｣ある

いは ｢自由化｣ とはまるで無縁の事柄であった｡一方においては,伝統的な王室典範 (kot一

monthianbaan)が定める,いわば国王とその他の諸階層とのあいだに距離関係を置 くという配

慮が顕著にみられた｡他方において,それは,王権をしぼる各種の倫理項目を厳格に守るとい

う配慮でもあった｡その意味で,｢外圧｣ にうながされて,シャムを対外的対応力に富んだ近

代国家に変えようとする雄大な戦略の手段として採られたものではなかったのである｡

最後に,｢パウリング条約｣締結の影響が,ラーマ四世の布告にどのように反映しているか

をみておくことにしよう｡

1855年以降,外国とのあらたな関係に対応する内容の布告が混じりはじめる｡その点,1856

年 6月に発せられた2篇の布告 (P103,104)は,まさに画期的な内容のものであった｡まず,

｢外国人にたいする土地の売却賃貸に関する布告｣(P103)は,白人の居留範囲を市の城壁から

200セ-ン (約 4マイル)以上,さらにその地点から小船で片道24時間以内の距離範囲内に限

るということを定めている｡ それにつづ く ｢西洋人との条約に関する布告｣(P104)では,

莱,栄,フランスの三カ国と結んだ条約について詳細にその趣旨と意義とを説いている｡

ところが,ラーマ4世は,一連の不平等条約にたいして極端に楽観的な見方をしており,逆
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に言えば,危機感はいたって希薄である｡ 一連の関係布告 (PIO3,104,106,107,120など)に

よれば,ラーマ四世は,条約の締結によって,西洋の知識や技術が導入されるようになったほ

か,貿易の振興が可能になり,土地開発が促進されることになったと評価 している｡そのほ

か,シャム人の就業機会も増え,外国より金や銀が流入してきて,シャムの経済も急成長をみ

せることになったとみる｡ ラーマ四世は,｢ベ トナムの王がシャムのように条約締結に応じて

いたとすれば,現在は,シャムと同じく安定しているにちがいない｣との見解 (P224)を示 し

ており,いわば条約の締結がシャムにとって僚侍であったかのような認識を示 しているのであ

る｡ さらに,条約締結にともなった王室財政の富裕化に満足したラーマ四世は,それまで唯一

の貿易相手国家であった中国と,平等対等の国家関係ではなかったことを理由に国交断絶する

ことを発表したほどであった (P345)｡

このような ｢外圧｣にたいするラーマ四世の無感覚さは,まさに近代的な意味での国家観念

の欠如にもとづ くものであった｡ラーマ四世の問題意識は,自らを倫理王として正しく律し,

あわせて王室の繁栄を願い,王室財政の安定化を図ることと結びつけられていた｡それは,王

室に関するいくつかの布告で明白に読みとれることである｡

たとえば,ノンタブリーからナコーンチャイシーにかけての無主の土地の開発を命 じている

が,開発 した仝土地 (1万6200ライ)を50に分け,それぞれ王女等に財産として分配すべき旨

を布告 している (P231)｡ラーマ四世のばあい,国富の観念は未成立であり,あくまで ｢王室

財産 (thoong-phrakhang)｣ の拡張だけが意識されている｡ いわば,小型家産制国家特有の前近

代的発想がつらぬかれていたと結論づけることができる｡

現実的には,国内経済に著しい変化が生じ,とくに条約締結以後における貨幣経済のにわか

な深まりの問題があった｡条約締結後,米の輸出自由化が促進されることとなるが,当時のシ

ャムは,伝統的な通貨 (ビア ･ホ-イ)しかなく,近代的な貨幣がなかった｡それゆえ,ラー

マ四世は,新硬貨の発行に努め,あわせて現実の需要への一時的対処策として,外国の貨幣の

使用を許可することにした (PllO,123,213,244,247,248,249,270,276,293,302)0

経済的影響は,それにとどまるものではなかった｡ラーマ四世の布告には,いわば後追い的

にあらたに生じた現実的要請を容認する内容のものがあらわれる｡外国人によるシャム人雇用

の許可に関する布告 (P106,107),外国の領事館建設のための就労および建設資材提供を許可

する布告 (P120),米の輸出自由化にともなう国内市場の混乱に関する布告 (P131),米の生産

をうながすべ く,稲作水田の開発をうながすための優遇措置に関する布告 (P136),外国船舶

の出入 りが激 しくなったことにともなう,水上事故を防ぐための法律 (P208)などがそれであ

った｡しかし,これらは,シャムが直面した歴史的状況の本質にたいする洞察を欠いた,いわ

ば政策理念のない対応でしかなかった｡ただ,ラーマ四世には,それ以上の現実感覚の持ち合

わせはなかったのである｡
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外交関係はべつとして,そのほか,ラーマ四世が行った ｢近代主義｣的性格の措置として

は,バンコクの道路の改修 (P124),官報の発行 (P127),｢西欧で行われている選挙というや

り方｣で顧問官の人選を行うための布告 (P144)などがあげられる｡ そして,よくラーマ四世

の啓棄主義的性格を示す例としてあげられる国王不可視のタブーの廃止は,仏歴2400年7月の

｢行幸の道中での発砲に関する布告｣(P122)によって打ち出されているが,このなかに,外国

人はそれぞれの習慣で行幸を歓迎してもよいとの文章もあり,外国の眼を意識しての布告であ

ったことがわかる｡そのほかいくつか温情主義的な傾向の布告はあるが,基盤に置かれた原則

の硬直性からすると,それらは本質的に依然守旧的性格のものであったと判断できるのであ

る｡

いずれにしても,通説にいわれるような,｢チャクリ-改革｣がラーマ四世の統治から開始

されたという命題は,以上の分析でみるかぎりでは,そのまま受け容れることはできないので

ある｡強いて,その命題を受け容れようとするならば,｢改革｣の意味論を特殊タイ的文脈で

もっと厳密に吟味する必要があるといえよう｡ しかし,だいじなことだが,ラーマ四世は,

｢西欧の衝撃｣を受けながら,それを衝撃とは受けとめず,それにたいして排外主義的に対応

するかわりに,むしろ絶対王制の伝統的支配様式温存強化の思惑をこめて,欧米の経済的介入

を積極的に許容する態度に出た点で,それなりの歴史的役割を果たしたとはいえる｡しかし,

それは,直接的には国内政治の改革にはつながらず,むしろ伝統的な王権の諸様式を強化する

方向の問題意識につながったのである｡一見すると近代的改革とみえる措置も,むしろ伝統的

な王権倫理の発動と解釈される面が多いとみるべきであろう｡

その意味で,ラーマ四世が ｢チャタリー改革｣を積極的に主導したとはいえず,せいぜい

｢チャクリ-改革｣ への不十分な地ならしをしたという結論的判断になる｡
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王室関係
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仏教関係
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仏教関係

仏教関係

布告 仏教関係

P22 2395 1852 布告 社会関係

P23 2395 1852 布告 仏教関係

P24 2396 1853 布告 語法関係

P25 2396 1853 法律 仏教関係

P26 2396 1853 布告 語法関係

P27 2396 1853 布告 語法関係

P28 布告 語法関係

P29 2396 1853 布告 王室関係

P30 2396 1853 布告 仏教関係

P31 2396 1853 法律 王室関係

P32 2396 1853 布告 統治 ･行政

P33 2396 1853 布告 語法関係

貴金属の技術師強制連行を命ずる布告

婚前 ･婚後の財産および遺産に関する法律

起訴の中止に関する布告

訴訟の際の料金に関する布告

僧侶の身なりに関する布告

病気の僧侶の報告義務に関する布告

僧侶にたい して博打および曹イ多品の所持 を禁
ずる布告

役人にたい し,行幸に関する新布告の書 き写
しを命ずる布告

行幸に際 し通行止めを命ずる布告

王族の命名に関する布告

王宮における托鉢に関する布告

｢ソムデ ット｣の正 しい使い方に関する布告

国王に奏上する際の語法に関する布告

プラヤー ･イッサ ラバープおよびプラ ･タン
ヤーピバーンの名前に関する布告

歴代王の仏像の命名に関する布告

24歳以上70歳以下の男性の出家を禁ずる布告

仏暦2395年のソンクラーンに関する布告

僧侶および寺院居住者の住民票の作成に関す
る布告

カティン祭での僧侶の行儀に関する布告

24歳以上70歳以下の男性にたい し,出家を禁
ずる布告

国王に説法を行 う際,僧侶の前準備が必要で
あることに関する布告

毎 日午後11時に鐘 をならすよう全寺院に命ず
る布告

国王に説法 を行 う僧侶にたい し,正 しく経文
を読むよう命ずる布告

字を正 しく使 うよう命ずる布告

一般市民にたい し,僧侶 と不正行為 を行 うこ
とを禁ずる法

カビ,ナムプラーをエアクーィ,ナムクーイ
と呼ぶよう命ずる布告 (第1編)

カビ,ナムプラーをユアクーィ,ナムクーイ
と称するよう命ずる布告 (第 2編)
プラ ･インタララクサー及びクン ･インタラ
ロー ドムの呼称に関する布告

ス ッタサワン及びブ ックサ ワン両宮殿の改称
に関する布告

寺院の建設の奨励に関する布告

副王宮関係法一副王宮内における博打に関す
る法律

直訴の奨励に関する布告

ルアン ･バ ンタオ トゥッカラー トの改名に関
する布告
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順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容

4

5

6

7

8

3

3

3

3

3

P

p
l
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p▲
nr

2396 1853

3

3

3
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8

8

1

1

1

告

告

告

告

告

布

布

布

布

布

仏教関係

語法関係

王室関係

仏教関係

王室関係

P39 2396 1853 布告 仏教関係

P40 2396 1853 布告 仏教関係

P41 2396 1853 布告 仏教関係

P42 2396 1853 布告 仏教関係

P43 2396 1853 布告 仏教関係

P44 2396 1853 布告 仏教関係

P45 2397 1854 布告 その他

P46 2397 1854 布告 社会関係

P47 2397 1854 布告 その他

P48 2397 1854 布告 仏教関係

P49 2397 1854 布告 語法関係

告

告

告

告

布

布

布

布

4

4

4

4

5

5

5

5

8

8

8

8

1

1

1

1

7
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7

7

9
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9
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3
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2

2

2
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p
▲
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告
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布
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4

4
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8
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1

1

7

7

9

9

3

3

2

2

4

5

5

5

p▲
nr

4581793265nr

仏教関係

仏教関係

仏教関係

司法関係

語法関係

その他

布告 司法関係

P57 2397 1854 布告 仏教関係

P58 2397 1854 布告 王室関係

P59 2397 1854 布告 統治 ･行政

P60 2397 1854 布告 仏教関係

P61 2397 1854 布告 語法関係

P62 2397 1854 布告 司法関係

P63 2397 1854 布告 王室関係

P64 2397 1854 布告 仏教関係

P65 2397 1854 布告 社会関係
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僧侶の女性関係に関する布告

王室警備局の改称に関する布告

断髪式の際の国王への献上に関する布告

阿片をすう僧侶の逮捕 を命ずる布告

ス ッタサワンおよびプッタサワン両宮殿の改
称を命ずる布告

貴金属師や他の技術師出身の僧侶の登録に関
する布告

エメラル ド･プッダを祭る日の決定に関する
布告

女性 と関わった僧侶にたい し,白状の機会を
与えるとの布告

王立寺院内に小屋を建てることを禁ずる布告

女性 を僧侶に紹介 した りする等の行為を禁ず
る布告

ソンクラーンにおける僧侶の招待人数に関す
る布 告

非難の対象にしない四種類の人間に関する布
』ニ
亘j

チャオチ ョ-ム (国王の内妻)の退官を許可
する布告

国王の御璽の新造に関する布告

エメラル ド･ブッダの眉の間にダイヤを刻み
入れたことに関する布告

チ ョソクに代えてチャソクという言葉を用い
るよう命ずる布告

寺院内に女性 を連れ込むことを禁ずる布告

高齢の僧侶の還俗件数多発に関する布告

還俗 し,任官する僧侶に関する布告

関係官庁以外に訴訟案件 を持ち込むことを禁
ずる布告

象や馬の類別詞に関する布告

奏上に際 し,真疑を確認することを命ずる布
』ヒ
⊂コ

直訴に際 し,有力者の名前を出すことを禁ず
る布告

職務報告を僧侶の朝食時間中に行 うことを命
ずる布告

王族のナン ･ハ-ムと王宮のチャオチ ョ-ム
との交際を禁ずる布告

直訴の用紙や文章の書 き方に関する布告

寺院の強盗防止のための伝達範囲に関する布
』ヒEコ

直訴の文章や言葉の使い方に関する布告

借金の返済の強制に関する布告

王立寺院前 または行幸の道沿いで葬式をする
ことを禁ずる布告

二つの寺院の改称に関する布告

阿片をす う者 を官僚に登用することを禁ずる
布告
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社会関係

王室関係

統治 ･行政

王室関係

統治 ･行政

語法関係

王室関係

王室関係

語法関係

社会関係

語法関係

語法関係

社会関係

語法関係

社会関係

語法関係

統治 ･行政

社会関係

社会関係

語法関係

統治 ･行政

統治 ･行政

統治 ･行政

統治 ･行政

統治 ･行政

社会関係

統治 ･行政

統治 ･行政

その他

統治 ･行政

統治 ･行政

統治 ･行政

王室関係

王室関係

語法関係

仏教関係

統治 ･行政

外交関係

防火に関する布告

自象が登場する劇を禁ずる布告

税額の規定を印刷することを命ずる布告

凧上げの際に糸の質に気をつけるよう命ずる
布告

プライの登録責任者を定める布告

新年の呼び方に関する布告

モームチャオの出張許可申請に関する布告

水路による行幸の際の船の順番を厳守するこ
とを命ずる布告

年表記に現政権の継続年を表す数字を入れる
との布告

コン ･コーンノークの悪行に関する布告

プラチュアブキーリーカン市の改称を命ずる
布告

年表記に即位の年を基点にその年を書 くこと
を命ずる布告

女性の演劇等に関する布告

ラーチャサ ップの正確な使い方に関する布告

貨幣の偽造を禁ずる布告

年表記に関する布告

大臣の権限無視をとがめる布告

役所の印鑑に関する布告

ソンクラーンにおける酔っぱらいの処罰に関
する布告

サナ-ムルアンという呼称を命ずる布告

直訴を奨励する布告

前政権下の官僚の帰属に関する布告

プライの登録に関する布告

王族,高級官僚等の起訴に関する勅令

地方のプライ登録担当官に村する訓辞の布告

ピーのお告げの話にだまされないよう命ずる
布告

官吏の俸給 をもらうのに代理人を出すことを
禁ずる布告

料金の免除証明書の新発行に関する布告

アユタヤ一市民による米の献上に関する布告

徴税人 (チャオパーシー)の入札申請先に関
する布告

免税証明書の無断貸出を禁ずる布告

直訴提出日に関する布告

王族の報酬に関する布告

王妃にたいする報酬および生活に関する訓示
に関する布告

王にたいする使用禁止の言葉に関する布告

寺院内の不法居留者の調査を命ずる布告

正 しい布告を見分ける方法に関する布告

外国人にたいする不動産の売買および貸 し出
しに関する布告
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順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容

P104 2399 1856

P105 2399 1856

P106 2399 1856

PIO7 2399 1856

P108 2399 1856

PIO9 2399 1856

布告 外交関係

布告 統治 ･行政

布告 経済関係

布告 経済関係

布告 統治 ･行政

布告 経済関係
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社会関係
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社会関係

Pl16 2400 1857 布告 社会関係

Pl17 2400 1857 布告 仏教関係

Pl18 2400 1857 布告 統治 ･行政

Pl19 2400 1857 布告 統治 ･行政

P120 2400 1857 布告 経済関係

P121 2400 1857 布告 社会関係

P122 2400 1857 布告 社会関係
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告

告

告

告

告

布

布

布

布

布

経済関係

社会関係

経済関係

統治 ･行政

統治 ･行政

社会関係

統治 ･行政

統治 ･行政

布告 統治 ･行政

布告 語法関係

布告 社会関係

布告 その他

布告 統治 ･行政

英 ･仏 ･米三国と結んだ条約に関する布告

ヤシの樹税の廃止およびパームオイル税の新
設に関する布告

西洋人の下での就労を許可する布告

外国人との貿易,およびかれらの下での就労

謂 葺,そして外国船に驚かないよう注意す

漁獲税制度の復活に関する布告

翌年の米の値上がりに備え,買いだめを許可
する布告

外国硬貨の使用を許可する布告

ソンクラーンにあたる日の決定に関する布告

米の買いだめおよび農作の開始に関する布告

米の値上がりに備え,買いだめを許可する布
』ヒ
亡コ

漁獲税の規定に関する布告

河川に動物の死体を捨てることを禁止 し,火
災予防および治安に配慮することを命ずる布
』ヒjii]

戸主の責任および警官の逮捕権限に関する布
』ヒ
⊂コ

僧侶が行幸の道を通ることを禁止する布告

国王の地方行幸中における首都の管理者を命
ずる布告

地方及び外国に出張する官僚にたいし,直接
ラーマ四世に報告の書類を提出するよう命ず
る布告

英国領事館の建設にあたって,シャム国民の
就労および商取引を許可する布告

外国の硬貨を装飾品としてつかうことを禁ず
る布告

国王の行幸の際に市民の見物を禁ずるため発
砲することを止めることを命ずる布告

外国の硬貨使用許可に関する布告 (第二編)

道路建設補修に協力するよう命ずる布告

外国硬貨の使用許可に関する布告を厳守する
ことを命ずる布告

プライの登録免除に関する布告

官報の発行に関する布告

ソンクラーンにあたる日を決定する布告

中国人の納税証明としての手首のひもに関す
る布告

アユタヤ-市の酒造税徴税人の任命に関する
布告

米の輸出増による関税収入を首都の土木工事
の費用に使用する旨の布告

河川の命名に関する布告

ソンクラーン期間中の酔っぱらい取締 りに関
する布告

ロッブリ-宮殿の修理に関する布告

砂糖税の徴税に関する布告
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順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容

P136 2400 1857 布告 経済関係

P137 2400 1857 布告 統治 ･行政

P138 2400 1857 布告 統治 ･行政

P139 2400 1857 布告 統治 ･行政

P140 2400 1857 布告 統治 ･行政

P141 2401 1858 布告 王室関係

P142 2401 1858 布告 続や台･行政

P143 2401 1858 布告 語法関係

P144 2401 1858 布告 社会関係

P145 2401 1858 布告 王室関係

P146 2401 1858 布告 王室関係

P147 2401 1858 布告 社会関係

P148 2401 1858 布告 外交関係

P149 2401 1858 布告 統治 ･行政

P150 2401 1858 布告 語法関係

P151 2401 1858 布告 仏教関係

P152 2401 1858 布告 仏教関係

P153 2401 1858 布告 仏教関係

P154 2401 1858 布告 社会関係

P155 2401 1858 布告 司法関係

P156 2401 1858 布告 語法関係

P157 2401 1858 布告 語法関係

P158 2401 1858 布告 語法関係

P159 2401 1858 布告 語法関係

P160 布告 語法関係

P161 2401 1858 布告 統治 ･行政
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社会関係

語法関係

統治 ･行政

王室関係

王室関係

新田開発初年度の田地税の免除に関する布告

プライ ･ルアンの賦役賦課税免除証明書申請
料金の規定に関する布告

下級官僚のプライ登 録免除申請 に必要な料金
の規定に関する布告

直訴の提出に関する布告

王宮や高級官僚の邸宅への隷民および人妻の
逃げ込みに関する布告

王宮内-の馬の乗 り入れ及び馬の連れ歩きに
関する布告

市場税の廃止 ･建物税の新設に関する布告

カンチャナブリーの管轄地の統治責任者任命
に関する布告

顧問官の選任に関する布告

官僚の書類提出の手続きに関する布告

王が水上宮殿及び水上にいる際の通行禁止を
命ずる布告

クルンテープ市内の無断発砲音の逮捕を命ず
る布告

欧米諸国の市民を隷民として扱うことを禁ず
る布告

官僚にたいし,自分の本来の職務だけに専念
するよう注意する布告

ナコーン･クアンカン市市長の勅許名に関す
る布告

水路での行幸中における僧侶の通行を禁ずる
布告

王族等にたいし,プラバ トムチェ-ディー寺
院の建設に協力するよう呼び掛ける布告

非宗教的行為を禁ずる布告

トラ- ト市市長が女性 3名を国王にさし出し
たことに関する布告

地方の裁判においてムーンナ-イの確認を命
ずる布告

プラヤー ･ムカモントリー等の正確な名に関
する布告

死体を指す言葉に関して注意をうながす布告

Pittraaという語法に関する注意の布告

TTLakleeuthahaanという言葉の使用を禁ずる
布告

B%aiLbTw%ki講iJ鵜 苫oonghaaという言葉の使い

地方におけるプライの偽装いれずみを禁ずる
布告

春耕式についての布告

不正確な語法に関する布告

ブルー税の新設を認めない旨の布告

クルンテープ市内の宮殿の名称発表を予告す
る布告

年金にからみ,王族の出生死亡の届け出を命
ずる布告
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順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容

P167 2401 1858 布告 王室関係

P168 2401 1858 布告 統治 ･行政

P169 2401 1858 布告 王室関係

P170 2401 1858 布告 統治 ･行政

P171 2401 1858 布告 統治 ･行政

P172 2401 1858 布告 統治 ･行政

P173 2401 1858 布告 経済関係

P174 2401 1858 布告 統治 ･行政

P175 2401 1858 布告 統治 ･行政
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社会関係

社会関係

社会関係
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1858 布告 統治 ･行政

1858 布告 社会関係

1858 布告 王室関係

1858 布告 統治 ･行政
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社会関係

統治 ･行政

仏教関係

仏教関係

社会関係

王室関係

司法関係

布告 語法関係

P195 2402 1859 布告 統治 ･行政

P196 2402 1859 布告 社会関係

P197 2402 1859 布告 統治 ･行政

P198 2402 1859 布告 司法関係

P199 2402 1859 布告 司法関係

P200 2403 1860 布告 司法関係

30

近衛兵の子弟が近衛兵として生涯を国王に捧
げることを勧奨する布告

王宮,副王宮等に隷民や借金者の逃げ込みを
禁止する布告

金を貸す際に保証人をたてることを命ずる布
』ヒ
ロ

王族や官僚が宮殿または邸宅に隷民等を泊め
ないよう命ずる布告

悪事を行う人間に関する布告

プラヤー ･チャイヤーの処分に関する布告

雨量の知らせおよび米価高騰のうわさを広め
ないよう命ずる布告

市場税の廃止 ･建物税の新設に関する布告

官僚等にたいして,職務報告や直訴捷出の際
に必ず名前と判をつけるよう命ずる布告

埜星の出現を予告する布告

直訴提出者が名前を明示するよう命ずる布告

クルンテープ市内での無断発砲を禁ずる布告

内宮の女官の退官を許可する布告

内宮の女官の退官を報告する布告

放火犯人の極刑および逮捕を命ずる布告

クロムムーン･タ-ウォーン等に拝謁を受け
る者に注意をうながす布告

受刑者の逃亡等が起こった際,必ずムーン
ナ-イに報告するよう命ずる布告

ソンタラ-ンにあたる日の決定に関する布告

馬に乗ったまま,あるいは馬を引いて王宮内
に入ることを禁止する布告

プライの登録責任者の任命および登録免除証
明書の配布についての布告

ソンクラーンにあたる日を決定する布告

命令を正確に聞き取るよう命ずる布告

僧侶の破戒およびその付け人に関する法律

僧侶のおこないを注意する布告

戸主にたいし,精神病の者の厳重な管理を命
ずる布告

宮殿の名称発表を予告する布告

遺産相続に関する直訴の処理を早めることを
命ずる布告

荏議 決ka&)J､嘉 義 草薮 i ~ (tee)･ ト~

漁獲税徴収の公正を図るよう命ずる布告

ソングラーンにあたる日の決定に関する布告

侍従官たちにたいし,王族の行った犯罪をか
くすことを禁ずる布告

隷民 ･土地等の取引きや借金にかかわる訴え
にたいし,契約内容の確認をうながす布告(1)

隷民 ･土地等の取引きや借金にかかわる訴え
にたいし,契約内容の確認をうながす布告(2)

重要書類には必ず署名するよう命ずる布告
(クルンテープ編)



矢野 :｢チャクリ-改革｣論序説(1)

順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容

P201 2403 1860 布告 司法関係

P202 2403 1860 布告 仏教関係

P203 2403 1860 布告 仏教関係

P204 2403 1860 布告 仏教関係

P205 2403 1860 法律 司法関係

P206 2403 1860 布告 社会関係

P207 2403 1860 布告 社会関係

P208 2403 1860 法律 司法関係

P209 2403 1860 布告 統治 ･行政

P210 2403 1860 法律 仏教関係

P211 2403 1860 布告 仏教関係
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社会関係

その他

社会関係

その他

王室関係

社会関係

王室関係

王室関係

重要書類には必ず署名するよう命ずる布告
(地方編)

僧侶にたいし, くじの番号をうらなったり,
世俗人的行動をとったりすることを禁ずる布
』ニ
⊂コ

ラーマ四世の老人および知人にたいする寄付
に,他の者も協力することを命ずる布告

各寺院にたいして, カティン祭での国王の行
幸の際,必ず寺院 を清潔にするよう命ずる布』ニ章J

登記が重複する土地および親戚間における借
金に関する法律

各戸の防火管理,犯人の逮捕に協力するよう
命ずる布告

塀,塔,門等の木を切 り倒すよう協力を求め
る布告

水上法の制定

マイ ･パカム税およびパームオイル税の廃止
に関する布告

わいせつ等の破戒行為を行った僧侶に関する
法律

アユタヤ-市のカティン祭におけるラーマ四
世の献納に関する布告

プライの犯罪行為に対する処分に関する布告

新硬貨 (nganpee)の発行に関する布告

呪術師チ-ン･セ-ンの処罰に関する布告

8月の日食に関する布告

ソンクラーンにあたる日等の決定に関する布
』ヒ
jiJ

田地税免除証明書に関する布告

変装 して夜遊びをした僧侶の処罰に関する法
律

パノムクアット山のパゴダに四世王がものを
献納 したことに関する布告

王族または役人が市民をいじめることに関す
る布告

人の呼び方を定める布告

誠誓式や行幸にお供する際の王族の服装に関
する布告

プライの登録を怠ったムーンナ-イに対する
処罰に関する布告

埜星の出現についての布告

水星による日食の予告に関する布告

内宮勤務の女官にたいし,退官を勧奨する趣
旨の布告

日食の予告に関する布告

王子の断髪式及び命名式に関する布告

ソンクラーンにあたる日の決定に関する布告

断髪式に際し献上品を受納することに関する
布告

王子および王女等にたいし,農業用土地を分
配することを決定した旨の布告
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順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容

P232 2405 1862 布告 語法関係

P233 2405 1862 布告 語法関係

P234 2405 1862 布告 統治 ･行政

P235 2405 1862 布告 統治 ･行政

P236 2405 1862 布告 統治 ･行政

P237 2405 1862 布告 仏教関係

P238 2405 1862 布告 王室関係

P239 2405 1862 布告 .統治 ･行政

P240 2405 1862

P241 2405 1862

P242 2405 1862

P243 2405 1862

P244 2405 1862

P245 2405 1862

P246 2405 1862

P247 2405 1862

P248 2405 1862

P249 2405 1862

P250 2405 1862

P251 2405 1862

布告 王室関係

布告 王室関係

布告 経済関係

布告 社会関係

布告 経済関係

布告 統治 ･行政

布告 語法関係

布告 経済関係

布告 経済関係

布告 経済関係

布告 経済関係

布告 経済関係

P252 2406 1863 諭し 統治 ･行政

P253 2406 1863 布告 統治 ･行政

P254 2406 1863 布告 統治 ･行政

P255 2406 1863

P256 2406 1863

勅令 軍部

布告 仏教関係
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社会関係

経済関係

統治 ･行政

王室関係

統治 ･行政

社会関係

王室関係

布告 社会関係

ラーマ四世にたいし,太った,やせた, 色が
白 くなった,または日焼けした等を申しては
ならないことを命ずる布告

運河の命名に関する布告

還俗僧侶のプライ登録に関する布告

保証人つきの直訴のみを選別したうえでラー
マ四世に上里するよう命ずる布告

博打税の徴収に関する布告

ロッブリ-市の寺院の土地を別の土地と交換
することに関する布告

官僚の子孫の結婚式や断髪式または官僚自身
の死亡等について国王に報告するよう命ずる
布告

モームチャオおよびその子孫等にたいし,蘇
許可で地方へ赴くことを禁ずる布告

白上衣着用の自由を命 じ,併せて国王自らの
財産を配ることに関する布告

王女等の断髪式に関する布告

新硬貨 (
の明示に駄 鍔

)との引き換えの時間,場所
布告

ソンクラーンにあたる日の決定に関する布告

床に硬貨 (atsoolot)を散らして数えること
を禁ずる布告

王族の葬儀に使用する砂に関する布告

太った,やせた等をいうことを禁止する布告

新硬貨 (at,soolot,S放,siau)発行に関する布
普(1)

新硬貨発行に関する布告(2)

新硬貨発行に関する布告(3)

旧貨幣の使用禁止に関するうわさについての
布告(1)

旧貨幣の使用禁止のうわさについての布告
(2-追伸)

ナコーンサワン市長就任に関するお諭し

市長猟官運動に関する布告

王族にたいする訴訟の受理 ･王族にたいして
都を離れてはならないことを命ずる布告

軍部の規定に関する勅令

アユタヤ-のチュンポーン寺院のパゴダの建
設に関する布告

女官等の辞任自由化に関する布告

金貨の発行に関する布告

職務規定違反に関する布告

パゴダの建設およびチャントラモントン王女
の葬儀に関する布告

建物税の規定金額公表に関する布告

ソンクラーンの日取 り等の決定に関する布告

王女等から借金した者にたいして,王宮局に
報告するよう命ずる布告

クメール人予言者をとがめる布告



矢野 : ｢チ ャクリ-改革｣論序説(1)

順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容

P265 2407 1864 布告 外交関係

P266 2407 1864

P267 2407 1864

P268 2407 1864

P269 2407 1864

P270 2407 1864

P271 2407 1864

布告 外交関係

布告 王室関係

布告 仏教関係

布告 経済関係

布告 経済関係

布告 統治 ･行政
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P
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経済関係

文化関係

統治 ･行政

経済関係

司法関係

統治 ･行政

王室関係

王室関係

王室関係

社会関係

仏教関係

シャム領事館のある国に出入 りした船舶の手
数料支払いに関する布告

駐 ドイツのシャム領事の任命に関する布告

王族および高級官僚の葬儀に関する布告

ソンクラーンにともなう仏教儀礼の 日取 りの
訂正に関する布告

本年の雨量不足お よび米価の値上が り予想に
関する布告

外国の硬貨の使用を許可する布告

ヤシの樹税の廃止,パームオイル税の復活に
関する布告

新発行の金貨で年俸 を支払 う旨の布告

国王の60歳の誕生祭に関する布告(1)

偽硬貨についての報告に関する布告

偽硬貨は本物 と取 り替える旨の布告

追加発行の新硬貨が薄 く弱い ものになった理
由を説明す る布告

米価の値上が りに関する布告

米の取引人に注意する布告

偽硬貨 を本物 と取 り替えることに関する布告

モームラーチ ャウォン等 を ｢チ ャオ (王族)｣
と呼ぶことの誤 まりを指摘する布告

米の輸出の一時停止 を命ずる布告

田地税の支払い延期 を許可する布告

ソンクラーン等の 日取 り決定に関する布告

中国人が支払 った税金 を道路の建設に使 う旨
の布告

博打場での金の貸 し付 けは,契約書 をかわ し
たうえでのみ許可する旨の布告

修復 された寺院の命名に関する布告

副王宮の王子および王女等にたいする年俸に
関する布告

パーシーチ ャルン運河の建設に関する布告

薄い字で書いた文書 を提出 しないよう命ずる
布告

硬貨 を偽造 した中国人の逮捕に関する布告

ラオス音楽の演奏 を禁止する布告

河川の検問所 と税関 とを同 じ場所に設置する
よう命ずる布告

新銅貨の発行に関する布告

駆け落ち事件の事後処理に関する法律

パームオイル税の規定金額に関する布告

王子および王 女の断髪式に関する布告

副王の崩御 に際 して,副王宮所属の者に限っ
て剃髪を認める旨の布告(1)

副王の崩御に際 して,副王宮所属の者に限っ
て剃髪 を認める旨の布告(2)

ソンクラーン等の 日取 り決定に関する布告

アユ タヤ-のクン ･セ-ン寺院の建て替えに
関する布告
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順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容

P301 2409 1866 布告 社会関係

P302 2409 1866 布告 経済関係

P303 2409 1866 布告 社会関係

P304 2409 1866 布告 社会関係

P305 2409 1866 布告 司法関係

P306 2409 1866 布告 統治 ･行政

P307 2409 1866 布告 社会関係

P308 2410 1867 布告 王室関係

P309 2410 1867 布告 その他

P310 2410 1867 布告 社会関係

P311 2410 1867 布告 外交関係

P312 2410 1867 布告 統治 ･行政

P313 2410 1867 布告 その他

P314 2410

P315 2410

P316 2410

P317 2410

P318 2410

P319 2410

P320 2410
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1867 布告 王室関係

1867 法律 司法関係

1867 布告 王室関係

1867 布告 王室関係

1867 布告 司法関係

1867 布告 社会関係

1867 布告 統治 ･行政

布告 語法関係

布告 語法関係

布告 王室関係

布告 王室関係

布告 統治 ･行政

布告 王室関係

布告 語法関係

訓話 統治 ･行政

仏教関係

布告 仏教関係

布告 仏教関係

布告 その他

幼児の身体 を飾 るために貴金属 をつけさせて
はならない旨の布告

銅貨の厚 さを薄 くしたことに関する布告

犯人の家族等にたい し,自供の機会 を与える
旨の布告

幼児 に貴金属 をつけさせることを禁止する布
』ニ
Eコ

田地や果樹園の売買における土地権利書の重
要性に関する布告

船舶税および建物税の規定金額に関する布告

バ ーンメ-オのある金持ち とサム ットソンク
ラームのある中国人はウソつ きであるので交
際を禁ずる旨の布告

王宮内の棟割長屋の居住者にたい して清潔 さ
を保つ よう命ずる布告

刑務局書記官の被害者に裁判 を起 こす よう命
ずる布告

阿片 を吸 うシャム人の処罰に関する布告

外国人商人にたいする授勲に関する布告

裁判官等 にたい し,勝手に和解書 または契約
書 を作成することを禁止する布告

ソンクラーン祭の銃撃相当官にたい し,望 ま
しい行動 を命ずる布告

二名の親王宛ての書簡における正 しい敬称 に
関する布告

妻あるいは子供 を売ることを禁ずる法律

マヘ-スワン親王の病気 を治療で きる医者募
集の布告

四名の親王の昇進に関する布告

田地や果樹園の売買に権利書 を求める追加布
』ヒ
ロ

ソンクラーン等の日取 りを定める布告

地方各地で偽の印鑑 を使用する詐欺事件に関
する布告

シャム語の使い方に関する布告

寺院の呼び方に関する注意の布告

国王の誕生祭に関する布告

国王の誕生祭における僧侶にたいする献上に
関する布告

米国人発行の新聞にのる訴えの欄 に関する布
』二
幸1

王室関係者にたいする特別報酬に関する布告

年の数え方に関する布告

ナコーンサ ワン市長職猟官運動に関する訓話

仏 日について

僧侶の衣服に関する布告

僧侶のうちわに関する布告

ヌア ･ニ ンラカサーブという金属についての
布告
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順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容
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P351

P352

P353

P354

P355

P356

P357

P358

P359

P360

P361

P362

P363

布告 仏教関係

布告 仏教関係

布告 経済関係

不明 経済関係

布告 経済関係

布告 経済関係

布告 語法関係

布告 語法関係

布告 統治 ･行政

布告 仏教関係

勅令 社会関係

布告 社会関係

布告 外交関係

布告 王室関係

布告 建設土木

布告 語法関係

布告 語法関係

布告 語法関係

布告 語法関係

布告 仏教関係

布告 仏教関係

布告 仏教関係

布告 仏教関係

布告 統治 ･行政

布告 統治 ･行政

布告 仏教関係

布告 統治 ･行政

布告 統治 ･行政

布告 王室関係

布告 統治 ･行政

布告 その他

プラ シ ーラ ックナマ ハ-チェ-デ ィー建設に
協力する方法として ,ラコーン芝居の入場料
を支払うことを命ずる布告

ラーチャプラデイット寺院の床をにんにくの
つけものの壷で埋めるよう協力を呼びかける
布告

年俸 として与えられた金を貨幣 (ngan)と交
換することに関する布告

金と貨幣との交換レートについて

金と貨幣との交換の場所に関する布告

西欧式雨量計に関する布告

閏月の計算方式に関する布告

｢サイ (Sai)｣という言葉の使い方について注
意する布告

運河通行税の免除証明書の発行に関する布告

パワーラナ一に関する布告

時間の測定方法に関する勅令

李寄鉛 管冒揚 旨達 した時をソンクラ~ン

中国とシャムとの国交関係を中止することに
関する布告

王族の呼び方に関する布告

パ ドゥン･クルンカセ-ム運河およびチャル
ンクルン通 りの命名に関する布告

ラーマ四世にたい してはカビのことをユア
クーイと呼ぶよう命ずる布告

ナンタウッタヤーン庭園の正確な呼称に関す
る布 告

現政権について,初期 ･中期 ･後期とわける
ことを禁ずる布告

サナ-ム ･ルアンの御座 を ｢プラップ ･プ
ラ-｣と呼ぶよう命ずる布告

プラプッタブッサヤラート仏像に関する布告

名利寺院の建て替えを命ずる布告

ラーマ三世の遺産を寺院の建て替えに使用す
る旨の布告

ホンラッタナ-ラーム寺院の竣工を公表する
布告

テープシリン王妃所属のプライの再配属に関
する布告

戦争捕虜とプライルアンとの関係に関する布
』ニ
仁コ

出家中に,貴金属製品の製造を禁じる布告

直訴抜きに新聞に載った事件を信 じないよう
注意する布告

ラヨーン市市長を訴えた直訴への対応に関す
る布告

行幸の道筋に遺体安置することを禁ずる布告

うわさの真偽確認のために,直訴提出を認め
る布告

チャオプラヤー河西岸の銃撃担当者に関する
布告
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順番 仏暦 西暦 形式 内容 布告等の略名称および内容

P364 布告 王室関係

P365 布告 経済関係

P366 布告 語法関係

P367 2411 1868 布告 司法関係

P368 2411 1868 布告 王室関係

P369 2411 1868 布告 語法関係

P370 2411 1868 布告 その他

P371 2411 1868 布告 司法関係

P372 2411 1868 布告 司法関係

行幸の前に犬をたたかないで追い出すよう,
寺院の建物内にやもりがいないよう配慮する
ことを命ずる布告

雨乞い儀式を行うよう僧侶等に命ずる布告

冒2警告書R(酷 贈 皆"ooi)を任命 したこ

駆け落ちの事後処理に関する布告

受刑者が行幸の際に直訴したことをとがめる
布告

ラーチャプラデイツト寺院の名称説明に関す
る布告

日食の予告に関する布告

原告または被告の忌避 しない裁判官を起用す
ることを求める布告

利子を払えない隷民にたいし,1タムルンに
つき1回たたくことを命ずる布告

(注)実際の布告にはch00.sooJroo.soo.年が記入されているが,ここでは,タイで通常使用される
仏暦に換算しておいた｡西暦は,仏暦の年号から543年を一律に引算したもので,実際の年号と
は必ずしも合致しない｡
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